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裁判所時報 令和7年1月1日号第1853号

新年のことば

最高裁判所長官今崎幸彦

明けましておめでとうございます。最高裁判所

長官に就任して初めての新年を迎えるに当たり、

一言御挨拶申し上げます。

昨年は、元日に能登半島地震が発生し、 9月に

は同じ能登地方を豪雨が襲いました。震災から1

年が経過しましたが、被災地はなお復興の途上に

あります。この場を借りて、災害により亡くなら

れた方々に対し哀悼の意を表し、全ての被災者の

方々に対し心からお見舞いを申し上げます。あわ

せて、困難の中で裁判所が果たすべき責務を全う

すくく尽力した裁判官、職員の皆さんに敬意を表

します。

さて、現在、裁判所においては、 目下の課題で

ある裁判手続のデジタル化に向けて、各種の準備

が急ピッチで進んでいます。これまでも指摘され

てきたことではありますが、作業に当たっては、

デジタル化により手続利用者の利便性を向上させ

ることはもとより、デジタル化を契機として裁判

手続を効率化し、事務処理負担を軽減させること

により、 リソースを事件の複雑さ、困難さに応じ

て適切に振り分けるなどして、全体としての紛争

解決機能の向上につなげる視点を持つことが重要

です。民事訴訟を皮切りにデジタル化に向けたシ

ステムの開発が進み、 e事件管理システム(ROoo

tS)が、昨年7月の先行導入を経て全庁に導入さ

れます。先行導入の時期が延期されるなど、不安

を感じた職員も少なくなかったと思います。現在

裁判所は大規模なシステム開発の途上にあります

が、民事訴訟手続のフェーズ3に対応するシステ

ムに関する検討状況について既にお伝えしている

ほか、今後も大小様々な計画変更や支障に備えてい

く必要があります。そうした場合にあって、早期に

情報を共有し、職員が一体となって対応すること

により、裁判所全体で各種システムの開発と導入

検討を着実に進めていく必要があります。

民事裁判の分野では、来年5月までに訴訟記録

の電子化等のいわゆるフェーズ3が実現される予

定であり、全国の裁判官等によりデジタル化を契

機とした審理運営改善の検討が進められています。

これまでに、核心を捉えたコンパクトな審理判断

を目指すべきことやこれを実現するための各種手

法についてはおおむね共通認識が得られており、

今や各裁判官がこれらを実践し、その効果や課題

等を検証する段階に移行しています。間近に迫っ

たフェーズ3を万全の態勢で迎えるべく、具体的

運用を迅速かつ着実に検討していく必要がありま

す。また、民事執行や倒産を始めとする非訟事件

のデジタル化についても、民事訴訟手続のフェー

ズ3開始に合わせて電子的に作成された債務名義

に基づく執行等が先行施行されることとなり、こ

れらの運用について具体的な検討を進めていくほ

か、改正法の全面施行に向け、申立書や添付資料

等の標準化についても検討を進めていく必要があ

ります。こうした検討は、利用者の利便性を向上
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項や手続が加わるなど、調停運営の在り方の変化

や事件数の増加も見込まれます。利用者や国民の

ニーズに応えるために、ウェブ会議の更なる活用

を含め、調停運営改善の取組を深化させ、改正民

法施行後の適切な審理運営につなげていくことが

求められています。とりわけ、期日間隔の長期化

傾向が続くことは、調停に対する国民の信頼を揺

るがしかねないものであるため、期日間隔の短縮

に向けて、これまで以上に踏み込んだ取組を進め

ていく必要があります。少年事件についても、非

行を取り巻く社会情勢の変化を踏まえつつ、令和

3年の改正少年法の趣旨を踏まえた運用を継続す

ることが求められているところです。

このように、各分野で、裁判手続のデジタル化

や法改正への対応が必要となっている状況ですが、

裁判官を含む裁判所職員のワーク・ライフ･バラン

スや柔軟な働き方の実現を進める観点からも、裁

判事務・司法行政事務の分野を問わず、事務の合

理化・効率化、標準化を引き続き進める必要があ

ります。その際には、失敗を恐れることなくトラ

イアンドエラーの精神で事務の見直しに積極的に

|駕篭i蝋曼遙鯛患鰯
ないよう周囲が適切に配慮してほしいとも思いま

す。また、組織全体として執務を円滑に進め、紛

争解決機能を維持・向上させるためには、事件処

理上の有用なノウハウや情報を効率的に習得でき

るようなサポート態勢が組織として整備されてい

ることが必要です。既にポータルサイトに「知の

承継」に役立つコンテンツの作成・共有が進めら

れているところですが、今後とも、皆さんのニー

ズに応じた取組をしていきたいと考えています。

終わりに、本年が皆さんにとって良い年になる

ことを祈念し、新しい裁判に向けた取組が着実に

進むことを期待して、新年の挨拶とします。

させるだけでなく、職員の事務負担を軽減すると

いう観点からも重要ですが、裁判事項にも係るだ

けに裁判官が主体的、積極的に関与して進めてい

くことが求められます。

刑事裁判の分野では、裁判員制度が施行から1

5年を経過し、国民の高い意識と誠実な姿勢に支

えられて順調に運営され、刑事裁判の中核的存在

として位置付けられるに至っています。この間の

関係者の努力に敬意を表するにやぶさかではあり

ませんが、公判前整理手続の長期化、裁判員の精

神的負担、候補者の出席率の問題など、運用の過

程で指摘された課題の多くがいまだ十分に解決し

たといえないことは周知のとおりです。裁判員と

の実質的協働という制度の根幹に関わる理念につ

いても、実現に向けてたゆまぬ努力を続ける姿勢

を忘れてはならないでしょう。今後も、これまで

の議論の積み重ねを踏まえつつ、制度導入の趣旨

や刑事訴訟法の本旨等に立ち返りながら、運用の

改善に向けて不断の検討を続けていくことが求め

られます。刑事の分野においても、デジタル化に

向けた検討が進められていますが、刑事訴訟法の

本旨に立ち返った運用改善の検討は、刑事手続の

デジタル化を見据えた刑事裁判の審理運営の在り

方の検討にもつながるものと考えられます。

家事の分野では、家族法制に関する民法等の一

部を改正する法律が、昨年5月に成立しました。

離婚後の父母双方を親権者とすることを可能とす

る制度の見直しを含め、親権、監護、養育費、親

子交流、財産分与等の離婚に際し問題となる事項

について幅広く見直しが図られており、社会に大

きな影響を与える改正となっています。家庭裁判

所は、施行後の運用について重要な責務を担うこ

ととなり、立法趣旨を踏まえた適切な審理運営を

行えるよう施行に向けた十分な準備が求められま

す。今後、改正民法の施行により、新たな協議事
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◎叙位・叙勲（10月分、死亡者のみ）

記事
別紙「叙位・叙勲（令和6年10月、死亡者のみ） 」

のとおり◎広報テーマ(2月分）

◎人事異動

I’ 家庭裁判所調査官
依願退官

京都家庭裁判所判事

FamIlyCourtInves”atingOffI“『

三宅康弘

(12月8日）
家庵鷲啄は.少年非行や家臓に園する輯やを扱います.非桁少年の立ち

■りや.歌底の周匝解唆のためにば.少年や庫戦それぞ軸の心理学人欄閣伍、

■壇ほどE十分に竃竃する必嬰があります.そこ退行幾判字の専門的な知 依願退官

水戸家庭・地方糊珊所判事補
嵐や技球電持った家座貝側斫画宜官《凍砿貫

蝋たしてい蔀． 井廻直美

(12月10日）

表獺査言って〃をするﾉ(？

少年事件での活動

蕊
l "する梯子 「廻合には.心理ﾃｽﾄをし庭り.少年の“や“を肪固面接する梯子

したり唾､多角的な担息から飼報を票め膜す．
●

これらを分枅して.鞠県琶麟制腐に雑告し唯す.配た､非行畢縄り遮すごとの怠いように､彼吾につ

いて考えさuたり､社会事仕活幽に●腿させたりする牡ど､様々な敬同的は衝き挫け劃っています．

蜜

家亭事件むの活動

家長風驚欝は､雇姫鐸とも醤めぐる争いで麟浸を

求めている方や.両唾の争いのはぎ膜に徹か純ている

子どもと衣って､その怠蔑や心の御に耳を慨け､“

に応じて家瓜鮎問をするほどじて､生活辱の状況や定

向･心傭置把里します．

’
その上で､子どもの＊せを圃優先にした適切職戚決の方法鹿寺え､紙禰宜に鰯皆するとともに､薗

圃にも子どもの忠いを伝えたり､助冨したりし燕・

家鯉係の再蘭纂に鹿けて.蟻や子どもが鯖亀峨一歩を雁み出すための-劫と砿ること壱■って

取り側んでい痴・

羨獺査宮になる仁は

『蔵嚇■局徹H1館合竃哩(唾庭徹森買量盲禰)』澄受ける必畏があ

ります.戯験に倉絡し､『家庭磯冑箭唾官捲』として家庭徹痴に郷用さ

れると､全員が微側所■貝縄合研偲所に入所します.約2年蘭の畳康掘岡

に甑裁嵐嵐宵になるための専門的“、や技法を＊ぴ､その図には.樋側

された車座員側所で杓1年鳳典際の事件を遇じた修冑も行い毒．

蟹成踊働を間えて五便贋蚤官と鞍った役も､■■での掘導や支揖に範貝

搬々な充実した研怖が葵擁されてい膿す｡

鯵'噸』裁繍w譲り…”

I 馳籾折唾員配合砺俸新

灘
q威判所嘩負採用賦験
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(別紙）

叙位 ・ 叙勲（令和6年10月、死亡者のみ）

元浦和家庭裁判所少年首席書記官 山城富次雄 10.4

従五位

元宇都宮簡易裁判所庶務課長兼主任書記官 角田良夫 10. 13

正七位

瑞双

元三島簡易裁判所主任書記官兼庶務課長 ﾉ」 、 松繁夫 10．21

正七位

瑞双

元大津地方・家庭裁判所長
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小酒 槽 10.24

正四位

元日本弁護士連合会副会長 古田 隆規 10.26

正五位

元日本弁護士連合会理事 稲澤 優 10.31

従五位


